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福 祉 
 

１ 民生（児童）委員の活動 

(1) 民生（児童）委員推薦 

 民生（児童）委員（定数433人）の一斉改選及び欠員が生じた場合，市社会福祉審議

会民生委員審査専門分科会，市推薦会及び地区推薦会を開催し，候補者を厚生労働大

臣に推薦する。 

(2) 民生（児童）委員の活動助成 

ア 地区民生委員児童委員協議会の育成強化 

 地区民生委員児童委員協議会（14地区）の開催の励行と研究協議の活発化を図る

ため運営事務費の一部を補助する。 

 委員１人当たり  4,360円／年 

 １地区当たり  100,000円／年 

イ 市民生委員児童委員連合協議会の育成強化 

 民生（児童）委員の資質の向上と実務の推進に努めるとともに，地区民生委員児

童委員協議会の会長，副会長からなる市民生委員児童委員連合協議会理事会を定例

的（８月を除く毎月）に開催し，全市的な活動の統一を図るため，同協議会の運営

費の一部を補助する。 

 委員１人当たり  1,700円／年 

ウ 民生（児童）委員活動費の補助 

 会 長  １人当たり  114,200円／年（ 14人） 

 副 会 長    〃    106,200円／年（ 28人） 

 その他の委員    〃    103,200円／年（391人） 

 

２ 社会福祉事業 

(1) 社会福祉協議会事務局及び社会福祉協議会主催事業に対する助成 

 市社会福祉協議会事務局体制強化のため役職員の人件費及び社会福祉大会開催につ

いて補助を行う。 

                   50,943千円 

(2) 各種団体等への助成 

茨城県更生保護協会負担金        188千円 

水戸地区保護司会補助金         900千円 

水戸人権擁護委員協議会負担金      678千円 

(3) 遺族援護事業 

 遺族に対する各種援護法に基づく援護措置の手続き，指導を行う。また，追悼式等

の慰霊事業を実施するほか，市遺族会の事業運営を補助する。 
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 市遺族会補助金              500千円 

(4) 地域改善対策事業 

同和問題の早期解決のため，地域住民の生活向上と一般市民の理解を深めるための 

事業の推進と調整を行う。 

ア 地域改善対策事業に係る調整 

イ 運動団体との対応 

ウ 運動団体への助成 

エ 同和問題の研修会等への参加 

オ 施設管理 その他 

(5) 社会福祉審議会 

   社会福祉法第７条に規定する社会福祉審議会を設置する。 

    水戸市社会福祉審議会（25名） 

     民生委員審査専門分科会（７名以内） 

     障害福祉専門分科会  （20名以内） 

      障害福祉専門分科会審査部会（12名以内） 

     高齢福祉専門分科会  （20名以内） 

     児童福祉専門分科会  （20名以内） 

   地域福祉専門分科会  （20名以内） 

 

３ 水戸市地域福祉計画（第３次）の推進 

 (1) 計画策定の趣旨 

   近年，少子高齢化や人口減少等が進行する中，個人の価値観の多様化により，家庭

や地域で相互に助け合う機能が弱まり，住民同士のつながりが希薄になってきている。 

そのような中，地域のあらゆる課題を「我が事・丸ごと」として解決できる地域共

生社会の実現を目指し，本計画を，福祉分野における個別計画の横断的な計画として

策定した。 

 (2) 計画期間 

   2020（令和２）年度から2023（令和５）年度までの４か年 

 (3) 目指す姿 

   誰もが住みなれた地域で自分らしく暮らせるように，住民同士の支えあい，助けあ

いの精神のもと，地域住民や地域福祉に関する団体等が「我が事」として参画し，世

代や分野を超えて「丸ごと」つながることにより，「すべての人がともに支えあい助け

あう 地域共生のまち・水戸」を目指す。 

 (4) 基本方針 

   基本方針１「ともに支えあう地域づくり」 

基本方針２「多様な福祉課題に対応した支援体制づくり」 
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基本方針３「地域福祉を担う人づくり」 

(5) 重点施策 

  重点施策１ 地域住民による交流づくりの推進 

  重点施策２ 連携体制づくりの推進 

  重点施策３ 福祉のこころを育む人づくりの推進 

 

４ 令和５年度社会福祉法人水戸市社会福祉協議会事業計画 

[基本方針 ] 

令和２（2020）年初頭に始まった新型コロナウイルス感染症の世界的大流行は，感染抑

制の取組による経済・社会活動の制限を長期化させ，生活様式や働き方にも大きな変化を

もたらすとともに，地域福祉活動やボランティア活動等にも大きな影響を与え続けてきた。

しかしながら，政府は，令和５（2023）年２月「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針」において，感染症法上の位置づけ，マスク着用の考え方など新たな方向性を示

し，感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るウィズコロナに向けた政策の考え方への転

換を図ったことにより，地域福祉活動やボランティア活動等は従来の形を取り戻しつつあ

る。水戸市及び本会としては，どのようなケースではマスク着用をすべきかなど組織とし

ての方針を明示していく中で，混乱することなく適切な感染防止対策を講じていくことが

求められてくることとなる。 

当然のことながら，コロナ禍によって顕在化した生活・福祉課題への対応には，長期的

な支援，つながりの再構築，社会資源の創出などが必要かつ不可欠な課題となる。今後，

人々の生活様式や考え方が変化していく中にあって，どう乗り越え，社会の安全・安心を

どう取り戻していくのか，福祉関係者による実効ある取組の継続が強く求められている。

こうした中，令和５（2023）年４月こども家庭庁の設置により，子どもや若者を中心とし

た社会環境づくりが進められる予定であり，特に支援部門では，様々な困難を抱える子ど

もや家庭の支援のために，福祉，介護，医療等の連携を図ることとなっている。 

今日，社会福祉協議会は，時代の変化に合わせた新たな戦略をもって経営を行いながら，

地域共生社会の実現に向けた協働の中核を担う組織として，その役割と機能を発揮するこ

とが求められている。保健・医療・教育・司法関係者や企業，NPO等を含めた幅広く多様な

ネットワークをつくることによって，福祉の推進を図ることが本来の役割であることを再

認識し，これまで積み重ねてきた実績と特性を活かしながら，新たな課題にスピード感を

もって取り組んでいかなければならない。また，近年多発する大規模な自然災害に対して

は，行政を中心にして，社会福祉協議会，民生委員・児童委員，福祉関係者等は，発災時

における支援や生活再建に向けた被災者支援のために，平常時から連携し，災害に備える

ことが必須となっている。 
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本会においても，誰もが住み慣れた地域の中で安心して暮らせる，「福祉のまち水戸」の

実現に向けて，多様な主体が連携し，身近な困りごとを受け止め，支え合う地域づくりの

取組を進めるとともに，高齢者，障害者，生活困窮者，子ども等福祉サービス利用者の人

格，能力及び個性を尊重した地域生活支援を推進していく。また，安定的かつ継続的に組

織運営，事業展開を図るため，組織・財政・事業等の課題の明確化に基づく経営基盤強化

への取組も推進していく。 

令和５年度は，最終年に入る「第３次水戸市地域福祉活動計画（福祉のまちづくり推進

計画）」及び「第３次水戸市社会福祉協議会発展・強化計画」の取組評価を踏まえ，第４次

計画（2024～2028 年度）を策定する。引き続き，社会情勢や地域福祉を取り巻く状況をし

っかりと捉え，生活・福祉課題の解決に向けた資源を創出する「連携・協働の場」になる

ことを目指すとともに，「ともに生きる豊かな地域社会」の実現に向けて，各部門における

実施事業を重層的，包括的かつ効果的に取り組んでいく。 

重 点 目 標  

１ 一人一人が尊重される，誰もが安心して自分らしく暮らせる「福祉のまち水戸」の 

実現を目指す。 

２ すべての役職員は，視点（「社協職員行動原則」「倫理綱領・行動規範」）の共有を図

りながら，各部門に求められる知識・スキルの研鑽を深めるとともに，高潔な倫理を

保持し，法令を遵守する。  

３ 誰もが支え合う新たな地域づくりを推進するために，市社会福祉協議会支部を中心  

とした活動を進めるとともに，地域の各種団体との連携・協働による取組を広げ，地  

域のつながりの強化に努める。  

４ 市民の福祉意識の醸成を図るとともに，ボランティア活動の振興を図る。  

５ 相談支援に関する知識・スキルの向上及び関係機関とのパートナーシップの確立を

推進し，地域住民のあらゆる生活課題を受け止め，相談・支援活動，権利擁護支援

等に対応する。  

６ 施設・事業所の利用者及び家族等の意向を尊重し，必要に応じて意思決定支援ガイ

ドライン（認知症高齢者／障害者）を取り入れながら個別支援を実践するとともに，

障害者を対象とする福祉サービスについては「障害者総合支援法に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等」に対応し，生活の質の向

上を目指した事業運営を行う。  

実 施 事 業（市委託事業等）  

１ 法人経営部門  

（１）広報啓発事業 

  ア 第54回水戸市社会福祉大会の開催（市補助事業） 

（２）「水戸市福祉ボランティア会館」の運営（市より指定管理） 
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２ 地域福祉部門  

（１）生活支援体制整備事業【重点】 

（２）高齢者福祉関係 

  ア 第 50 回金婚祝賀会の開催（市と共催） 

  イ 愛の定期便事業（市より受託） 

  ウ 水戸市いきいき交流センターの運営（８施設）（市より指定管理） 

①  各種教養講座 ②健康相談 ③各センター教室講座作品展示及び発表会 

     ④陶芸窯の管理運営 ⑤研修室等の貸出 ⑥公衆浴場の運営 

     ⑦介護予防事業（健康講座等） ⑧いきいき交流センター売店の設置 

⑨多世代交流事業 ⑩子育て支援拠点事業（あかしあ） 

エ 水戸市高齢者生活支援サポーター養成研修事業（市より受託） 

（３）地域福祉推進・敬老慶祝事業「福寿のつどい」（市補助事業）【新規】 

３ 相談支援・権利擁護部門  

（１）水戸市基幹相談支援センターの運営（市より受託）【重点】 

（２）生活困窮者自立相談支援室の運営（市より受託） 

  ア 生活困窮者自立相談支援事業 

  イ 住宅確保給付金の相談，受付 

  ウ 就労準備支援事業【新規】 

  エ 家計改善支援事業【新規】 

  オ 生活困窮世帯子どもの学習・生活支援 

    （開催場所 ミオス，いきいき交流センターふれしあ・あじさい，竹隈市民

センター，見和市民センター，寿市民センター） 

（３）権利擁護サポートセンターの運営 

ア 県央地域成年後見支援事業（広域中核機関を含む）（市より受託）【重点】 

連携中枢都市圏構想により，県央地域の市町村（水戸市，笠間市，ひたちな

か市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村）が連携し，関係

機関を含め，権利擁護支援を目的とした地域連携ネットワークの構築を図りま

す。また，成年後見制度の普及啓発，相談支援，利用促進（法人としての成年

後見人等受任を含む），後見人の支援，広域中核機関の共同設置・運営を行い，

成年後見制度利用の拡充に努める。 

４ 介護・生活支援サービス部門 

（１）水戸市身体障害者生活支援施設いこいの運営（市より指定管理・指定障害者支

援施設・指定障害福祉サービス） 

（２）水戸市立開江老人ホームの運営（市より指定管理・養護老人ホーム） 

  （３）水戸市福祉作業所むつみの運営（市より指定管理・指定障害福祉サービス） 

  （４）水戸市身体障害者福祉センターつどいの運営（市より指定管理・指定障害福祉
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サービス） 

  （５）水戸市身体障害者デイサービスセンターあかつかの運営（市より指定管理・指

定障害福祉サービス） 

（６）水戸市老人デイサービスセンターあかつかの運営（市より指定管理・指定居宅

サービス） 

（７）一時預かり事業所あかつかスマイルキッズの運営（市補助事業） 

  （８）水戸市障害者教養文化体育施設水戸サン・アビリティーズの運営（市より指定管理） 

  （９）介護保険認定調査室の運営（市より受託） 

５ 就労支援サービス部門 

  （１）水戸市身体障害者就労支援施設のぞみの運営（市より指定管理・指定障害福祉

サービス） 

  （２）水戸市知的障害者就労支援施設はげみの運営（市より指定管理・指定障害福祉

サービス） 

  （３）水戸市知的障害者就労支援施設みのりの運営（市より指定管理・指定障害福祉

サービス） 

  （４）就労支援事業所水戸市リサイクルセンターの運営（市より受託・指定障害福祉

サービス）【重点】 

  （５）就労支援事業所あかつかの運営（市より受託・指定障害福祉サービス） 

  （６）知的障害者等生活訓練事業（市より受託） 

 ※【新規】は新規事業，【重点】は重点事業を表す。 

 

５ 生活保護事業 

  生活保護法に基づき，生活困窮者に対し，その困窮の程度に応じ，必要な保護を行い

最低生活の維持と自立助長を図る。 

 (1) 各扶助費の対象者数，基準額 

項  目 対 象 者 数 基   準   額 

生 活 扶 助 月平均見込 4,682人 年齢別に算出 

住 宅 扶 助 月平均見込 3,592世帯 35,400円以内（１人世帯） 

  42,000円以内（２人世帯） 

  46,000円以内（３人～５人世帯） 

  50,000円以内（６人世帯） 

  55,000円以内（７人以上世帯） 

教 育 扶 助 月平均見込 252人 小学校3,680円 中学校6,100円 

医 療 扶 助 月平均見込 3,860人 現物支給 

出 産 扶 助 年間見込 20人 分娩311,000円以内 

生 業 扶 助 月平均見込 148人 47,000円以内 
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項  目 対 象 者 数 基   準   額 

葬 祭 扶 助 年間見込 120人 大人212,000円以内 小人169,600円以内 

介 護 扶 助 月平均見込 997人 現物支給 

施設事務費 (救護施設４か所収容) 61人 196,731円（平均） 

(2) 保護基準の適用例（水戸市 ２－１級地） 

○標準３人世帯（33歳の夫，29歳の妻，４歳の子）の場合 

 生 活 扶 助  137,170円（冬期加算除く） 

 児 童 養 育 加 算   10,190円 

 住 宅 扶 助   46,000円（特別基準）   

    計     193,360円 

(3) 各種加算（主なもの） 

・妊産婦加算  妊娠６か月未満 9,130円 妊娠６か月以上 13,790円 

        産婦 8,480円（専ら母乳保育は６か月間。その他は３か月間。） 

・障害者加算（居宅）身障１・２級，国年１級 24,940円 

          身障３級，国年２級   16,620円 

   （入院・入所）身障１・２級，国年１級 22,310円 

          身障３級，国年２級   14,870円 

・介護施設入所者加算 9,880円以内 

・在宅患者加算 13,270円 

・児童養育加算 

高等学校等終了前の児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある 

児童をいう。）１人につき 10,190円 

・母子加算 

（居宅）    17,400円（児童１人） 

4,400円（児童が２人の場合加算額） 

2,700円（３人以上１人を増すごとに加える額） 

（入院・入所） 19,350円（児童１人） 

1,560円（児童が２人の場合加算額） 

770円（３人以上１人を増すごとに加える額） 

(4) 臨時的一般生活費（主なもの） 

・被 服 費 

 布 団 類  再生可の場合 14,200円以内 新規購入の場合 20,800円以内 

 平 常 着  14,600円以内  おむつ 21,700円以内 

・家具什器費  32,300円以内（特別基準51,500円以内） 

・移 送 費  必要最小限度の額 

・入学準備金  小学校入学時 64,300円以内 中学校入学時 81,000円以内 

― 109 ―



(5) 生活保護状況（実績）       (単位：人，千円) 

年度 区  分 生  活 住  宅 教  育 医  療 そ の 他 合  計 

２ 
延 人 員 

扶 助 額 

56,584 

2,827,488 

55,149 

1,329,638 

3,375 

31,515 

43,797 

3,815,223 

13,368 

487,143 

172,273 

8,491,007 

３ 
延 人 員 

扶 助 額 

56,009 

2,814,687 

54,583 

1,339,475 

3,081 

27,938 

45,966 

3,865,609 

13,435 

434,426 

173,074 

8,482,135 

４ 
延 人 員 

扶 助 額 

56,145 

2,796,055 

54,485 

1,341,162 

2,836 

29,006 

46,315 

3,721,412 

13,650 

481,002 

173,431 

8,368,637 

 

６ 障害者自立支援給付事業 

(1) 介護給付 

 障害支援区分が一定以上の人に，生活上又は療養上必要な介護を行う。 

・居宅介護（ホームヘルプ）：自宅で入浴や排せつ，食事の介護など，生活全般にわ

たる介護サービスを行う。 

・重度訪問介護：重度の肢体不自由，知的障害，精神障害があり，常に介護が必要

な障害者に，自宅での介護から外出時の移動支援などを総合的に行う。 

・同行援護：視覚障害により，移動に著しい困難を有する障害者に対し，外出時に

おいて，当該障害者等に同行し，移動に必要な情報を提供するとともに，移動の

援護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を行う。  

・行動援護：知的障害又は精神障害により，自己判断能力が制限されている者が，

外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行う。 

・重度障害者等包括支援：常に介護を必要とする障害者の中でも介護の必要性がと

ても高い障害者に，居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に行う。 

・短期入所（ショートステイ）：自宅で介護を行う者が病気等の場合に，短期の入所

による入浴，排せつ，食事の介護などを行う。 

・生活介護：常に介護を必要とする障害者に，主に日中に障害者支援施設等で行わ

れる入浴,排せつ，食事の介護や創作的活動，生産活動の機会の提供などを行う。 

・療養介護：病院などの施設で，主に日中に機能訓練や療養上の管理，看護，医学

的管理の下での介護など，日常生活上の援助を行う。 

・施設入所支援：介護が必要な障害者又は通所が困難な障害者に対して，居住の場

を提供し，夜間や休日における日常生活上の支援を行う。 

(2) 訓練等給付 

 身体的又は社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う。 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練)：自立した日常生活や社会生活ができるよう，身

体機能や生活能力向上のための訓練を一定期間行う。 
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・就労移行支援：一般企業等への就労を希望する障害者に，就労に必要な知識や能

力の向上のための訓練や職場実習などを一定期間行う。 

・就労継続支援（雇用型・非雇用型）：一般企業等での就労が困難な障害者に，働く

場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行う。 

・共同生活援助（グループホーム）：地域で共同生活を行う障害者に対し，住居にお

いて，相談や日常生活上の援助を行う。 

・自立生活援助：施設や精神科病院等から，ひとり暮らしを始めた時に，生活や健

康，近所づきあいなどに問題がないか訪問して必要な助言などの支援を行う。 

・就労定着支援：一般就労へ移行した障害者が，就労に伴う環境変化による生活面

の課題に対応できるように企業や自宅への訪問，来所により必要な支援を行う。 

(3) 指定相談支援 

   ・計画相談支援及び障害児相談支援：障害福祉サービス又は地域相談支援を利用す

る障害者及び障害児に対し，サービス等利用計画の調整やモニタリングを行う。 

・地域相談支援：①地域移行支援－障害者支援施設等に入所している障害者や精神

科病院に入院している精神障害者に対し，住居の確保その他の地域生活に移行す

るための活動に関する相談支援を行う。②地域定着支援－居宅において単身，あ

るいは，家庭の事情により同居している家族に支援を受けられない障害者に対し，

常時の連絡体制を確保し，障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に，相談，

緊急訪問その他必要な支援を行う。 

(4) 障害児通所支援 

  ・児童発達支援：未就学の障害児に対し，日常生活における基本的な動作の指導，

知識技能の付与，集団生活への適応訓練，その他必要な支援を行う。 

  ・医療型児童発達支援：未就学の障害児に対し，医療の提供を行うとともに，日常

生活における基本的な動作の指導，知識技能の付与，集団生活への適応訓練その

他必要な支援を行う。 

  ・放課後等デイサービス：学校通学中の障害児に対し，放課後や長期休暇中におい

て，生活能力向上のために必要な訓練等を行う。 

  ・保育所等訪問支援：保育所や幼稚園等を訪問し，集団生活への適応のための専門

的な支援等を行う。 

  ・居宅訪問型児童発達支援：重度の障害などで，通所への支援の利用が困難な障害

のある児童に対して，居宅を訪問して発達支援を行う。 

(5) 自立支援医療（更生医療） 

  障害の程度の軽減や残された機能の回復を目的とした手術等を受ける場合に必要な

医療費の給付を行う。 

(6) 自立支援医療（育成医療） 

  身体に障害があり，手術等により確実な治療効果が期待できる児童に対し，必要な
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医療費の給付を行う。 

(7) 補装具費の支給 

障害者等の身体機能を補完し，又は代替する機能を有する補装具（義肢，装具，車

いす等）の購入費や修理費の一部を公費で負担する。 

(8) 障害支援区分審査会 

 居宅介護・短期入所・生活介護など，介護給付費の支給決定を適切かつ円滑に実施

するため，介護給付費の支給を希望する者及び障害支援区分の更新，変更を希望する

者に対し，認定調査を実施し，主治医から医師意見書を聴取した上，審査会を開催し，

介護を必要とする度合い（障害支援区分）を決定する。 

 また，標準利用期間終了ケースの更新時など，支給要否決定に当たり，必要に応じ

て意見を聴取する。 

 

７ 障害者地域生活支援事業 

(1) 理解促進研修・啓発事業  

精神保健福祉についての講演会や障害者体験発表等を行う，こころの健康講座や精

神障害者の生活及び福祉制度についての理解と認識を深める精神障害者家族教室を実

施することで，精神障害者に対する理解と社会参加への支援を求める。 

また，ふれあいのひろばを開催することで，障害を持つ人も持たない人も，ともに

集い，交流を通じて，相互の理解を深め合い，ともに生きる地域社会づくりを目指す。 

(2) 自発的活動支援事業 

  障害者の機能回復を目的として障害者関係団体が行う，レクリエーションも兼ねた

野外機能回復訓練に補助を行う。 

(3) 基幹相談支援センターの運営 

 障害のある方が地域で安心して暮らせるよう，各種の相談に応じ，関係機関と連携

しながら，必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い，障害者の地域生活支援

を進めるための地域生活支援拠点等の構築の役割を有する「水戸市基幹相談支援セン

ター」を，水戸市社会福祉協議会に委託して実施。 

 ・名   称  東部基幹相談支援センター 

  所 在 地    水戸市中央１－４－１（障害福祉課となり） 

 ・名  称  西部基幹相談支援センター 

  所 在 地  水戸市赤塚１－１ ミオスビル２階 

(4) 障害者相談支援事業 

 障害者及びその家族が地域の中で自立し，住み慣れた地域で安心して暮らせるよう

支援することを目的に，「障害者相談支援事業」を下記に委託して実施。 

   ・名  称  水戸市精神障害者地域生活支援センター「かさはら」 

    所 在 地  水戸市笠原町1370－１ 
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(5) 成年後見制度利用支援 

  知的障害者，精神障害者のうち本人に身寄りがない等，当事者による申立てが困難

な場合，市長による申立てを行い，成年後見制度の利用の支援を行う。 

(6) 意思疎通支援事業 

 聴覚障害者の家庭生活，社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため，

窓口に手話通訳者を配置し，福祉の増進を図る。(午前８時30分～午後５時） 

また，必要に応じて手話通訳者・要約筆記者の派遣を行う。 

(7) 意思疎通支援従事者養成研修 

   聴覚障害者等のコミュニケーションを支援する担い手を拡充するため，手話通訳者

の養成研修を実施するとともに，要約筆記者,盲ろう者向け通訳・介助員及び失語症者

向け意思疎通支援者の養成研修事業を県と共同で実施する。 

(8) 日常生活用具の給付等 

 障害者の日常生活の利便性を確保するため，障害の程度・種類にあわせた日常生活

用具（特殊寝台，特殊便器，ストーマ用装具等）を給付する。 

(9) 手話奉仕員養成研修事業 

 手話で日常会話を行うのに必要な表現技術を習得した者を養成し，聴覚障害者等と

の交流活動の促進を図る。 

(10)移動支援 

 屋外での移動が困難な障害者に対して，外出時の円滑な移動を支援し，自立生活や

社会参加を促す。 

(11)地域活動支援センター 

 在宅障害者の日中活動の支援，日常生活の相談，地域交流の促進を図るため，創作

的活動又は生産活動の場の提供，社会との交流促進等の便宜を図る。 

・地域活動支援センター  ４か所（市内３，市外１） 

 (12)障害者虐待防止センターの運営 

  障害者虐待に係る通報及び届出を受理し，被虐待者の保護を要するなどの緊急の場

合は，24時間電話対応を行う。また，障害者及び養護者に対しての相談，指導及び助

言を行い，広報や啓発活動を通じて，障害者虐待の防止や権利擁護に努める。 

   所 在 地  水戸市役所福祉部障害福祉課内（本庁舎１階） 

 (13)その他任意事業 

・訪問入浴サービス：家庭や通所施設等での入浴が困難な重度の身体障害者に対し

て，訪問入浴サービスを提供する。 

・日中一時支援：障害者を施設等で一時的に預かることにより，障害者の日中にお

ける活動の場を確保し，障害者の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護して

いる家族の一時的な休息を図る。 

・スポーツ・レクリエーション教室開催：障害児（者）の社会参加と機能回復を図
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ることを目的として，スポーツ・レクリエーション教室を開催する。 

・身体障害者スポーツ・レクリエーション大会開催：身体障害者の機能回復や体力

の維持向上を図り，交流を通して社会参加を促進することを目的に開催する。 

・奉仕員養成講座：要約筆記技術を習得した要約筆記奉仕員，点訳技術を習得した

点訳奉仕員，障害者のグループでの外出を支援する外出支援奉仕員を養成する。 

・生活訓練事業：在宅の知的障害者等の自立と社会参加の促進を図るため，生活技

術，コミュニケーション技術の指導訓練や余暇活動の実施を，社会福祉法人水戸

市社会福祉協議会に委託する。 

 

８ 総合福祉作業施設運営事業 

 身体障害者就労支援施設「のぞみ」，知的障害者就労支援施設「はげみ」及び「みのり」，

身体障害者福祉センター「つどい」，福祉作業所「むつみ」，身体障害者生活支援施設「い

こい」について，社会福祉法人水戸市社会福祉協議会を指定管理者として運営を行い，

日常生活の訓練，創作的活動や生産活動を通して，身体障害者及び知的障害者の自立と

社会参加の促進を図る。 

所 在 地  水戸市河和田町123－１ 

建  物  ・水戸市身体障害者就労支援施設 

       「のぞみ」  975.75㎡  定員 40人 

      ・水戸市福祉作業所（生活介護，生活訓練） 

       「むつみ」  600.00㎡  定員 40人 

      ・水戸市身体障害者福祉センター（生活介護） 

       「つどい」  428.00㎡  定員 15人 

      ・水戸市知的障害者就労支援施設 

       「はげみ」  655.68㎡  定員 30人 

所 在 地  水戸市文京１－２－24 

建  物  ・水戸市知的障害者就労支援施設 

       「みのり」  617.69㎡  定員 30人 

所 在 地  水戸市河和田町655  

建  物  ・水戸市身体障害者生活支援施設 

       「いこい」 1,837.21㎡  定員 50人（ショートステイ４人） 

 

９ 精神障害者社会復帰施設運営事業 

 精神障害者社会復帰施設について，社会福祉法人ひだまり会を指定管理者として運営

を行い，相談事業，日常生活の訓練，創作的活動や生産活動を通して，精神障害者の自

立と社会参加の促進を図る。 

所 在 地  水戸市笠原町1370－１ 
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敷地面積  1,339.14㎡ 

建  物  鉄骨造２階建   773.38㎡（１階339.94㎡ ２階433.44㎡） 

      水戸市精神障害者社会復帰施設 

      ・精神障害者自立支援事業所（生活介護，生活訓練，就労移行支援，就

労継続支援） 

       「ひだまり」 489.78㎡  定員 40人 

      ・精神障害者地域生活支援センター 

       「かさはら」 283.60㎡  定員 30人 

 

10 重症心身障害児（者）通園施設「あけぼの学園」運営事業 

 重症心身障害児（者）通園施設「あけぼの学園」について，特定非営利活動法人あけ

ぼの水戸を指定管理者として運営を行い，日常生活の訓練や創作的活動を通して，重症

心身障害児及び重症心身障害者の自立と社会参加の促進を図る。 

また，施設の改築に伴い，平成22年度より，新たに入浴サービスの提供を実施するな

ど，事業の充実を図っている。 

所 在 地  水戸市見川５－127－91 

敷地面積  1,952.11㎡ 

建  物  木造平屋建 560.42㎡ 

定  員  40人 (生活介護，障害児通所支援) 

 

11 その他の障害福祉関係事業 

(1) タクシー料金の助成（福祉タクシー） 

 重度障害者で医療機関への通院等のためにタクシーを利用する場合，料金の一部を

助成する。 

(2) 身体障害者健康診査事業 

 日常生活において常時車いすを使用している身体障害者に対し，じょくそう，変形，

膀胱機能障害等の発生予防のため健康診査を実施する。（対象：常時車いすを使用して

いる在宅の身体障害者，18歳以上40歳未満の者） 

(3) 緊急位置通報システム運用事業（ＮＥＴ119） 

 聴覚障害者等が，携帯電話から消防局へ火災や救急などの緊急通報，さらに，位置

情報等を通報できるシステムの運用により，聴覚障害者等の緊急通報を支援する。 

(4) 障害者関係団体の育成助成 

 障害者関係団体の自主活動を支援し，障害者の福祉向上に資するため補助金を交付する。 

(5) 障害者スポーツ大会の参加 

 機能の回復と可能性を見いだし，社会参加の意識を高めるため県障害者スポーツ大

会に参加する。 
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(6) 障害者（児）住宅設備改善費用助成事業 

重度の心身障害者の日常生活を容易にし，又は介護者の負担軽減を図るため，住宅

整備費の一部を助成する。 

(7) 身体障害者手帳審査交付事務 

  身体障害者の生活の安定や社会活動への参加に資するため身体障害者手帳の交付

を行う。 

(8) スポーツ仕様補装具補助事業 

 スポーツを通して，在宅障害者の心身の健康保持と社会参加の促進を図るため，ス

ポーツ仕様補装具購入費の一部を補助する。 

(9) 水戸市障害者教養文化体育施設「水戸サン・アビリティーズ」の運営 

 水戸市障害者教養文化体育施設「水戸サン・アビリティーズ」について，社会福祉

法人水戸市社会福祉協議会を指定管理者として運営を行い，障害者の機能回復，健康

の増進，コミュニケーション及び教養文化の向上等に寄与し，障害者の福祉の増進を

図る。 

所 在 地  水戸市見川町2563－705 

敷地面積  3,346.90㎡ 

建  物  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨）２階建 1,475.79㎡ 

施  設  事務室，研修室，多目的ホール，教養文化室，図書室，音楽室， 

      談話ロビー，体育室 

(10)身体障害者デイサービスセンター「あかつか」の運営 

   身体障害者デイサービスセンター「あかつか」について，社会福祉法人水戸市社会

福祉協議会を指定管理者として運営を行い，在宅の身体障害者に対し，入浴等の介護

を中心とした生活介護を実施し，身体障害者及び介護者の福祉向上を図る。 

所 在 地  水戸市赤塚１－１ 

建物面積  708.79㎡ 

定  員  15人 

(11)社会福祉審議会障害福祉専門分科会の開催 

   障害者施策の総合的かつ計画的な推進及び関係行政機関との連絡調整に関すること

について協議する。 

(12)心身障害者扶養共済制度の加入促進 

   県条例に基づく共済制度の加入促進を図るとともに，掛金の徴収及び年金の支払業

務を行う。 

(13)市心身障害児（者）福祉手当の支給 

   在宅の重度心身障害児（者）又はこれらを介護している家族に対し，福祉手当を支

給し福祉の増進を図る。 
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支 給 条 件 支 給 金 額 

身 体 障 害 者 手 帳 １ ， ２ 級 

3,500円／月 療 育 手 帳 ○Ａ ， Ａ 

身 体 障 害 者 手 帳 ３ 級 か つ 療 育 手 帳 Ｂ 

身 体 障 害 者 手 帳 ３ 級 

3,000円／月 
療 育 手 帳 Ｂ 

2 0 歳 未 満 で 身 体 障 害 者 手 帳 ４ 級 

2 0 歳 未 満 で 療 育 手 帳 Ｃ 

(14)市難病患者見舞金の支給 

   根本的な治療法が未確立な病気を抱えている難病患者に対し，難病患者見舞金（月

額3,000円）を支給し福祉の増進を図る。 

(15)福祉手当の支給（国） 

   心身又は精神に重度の障害があり，日常生活において常時介護を必要とする状態に

ある在宅の障害者に対し，福祉手当を支給し重度障害者の福祉向上を図る。 

  ・特別障害者手当（月額27,980円） 

 心身又は精神の障害が重度であり，また重複しているなどのため，日常生活にお

いて常時特別の介護を必要とする20歳以上の者 

・障害児福祉手当（月額15,220円） 

ア 身体障害者手帳の障害等級がおおむね１級で20歳未満の者(２級の一部を含む) 

イ ＩＱがおおむね20以下又は同程度の精神障害がある20歳未満の者 

・経過的福祉手当（月額15,220円） 

 昭和61年３月31日までに福祉手当を受給していて障害者基礎年金を受給できない

20歳以上の者 

(16)特別児童扶養手当（事務費） 

   心身又は精神に障害があり常時介護を必要とする状態の20歳未満の児童を監護する

者に対し，特別児童扶養手当を支給し福祉の向上を図る。 

・身体障害者手帳の障害等級がおおむね１，２級の者 

・療育手帳の判定が○Ａ ，Ａの者 

・精神障害者保健福祉手帳がおおむね１級の者 

  月額 52,400円 

・身体障害者手帳の障害等級がおおむね３級の者 

・療育手帳の判定がおおむねＢの者 

・精神障害者保健福祉手帳がおおむね２級の者 

  月額 34,900円 
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(17)地域自立支援協議会の運営 

   地域自立支援協議会を設置し，相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関す

るシステムづくりについての協議の場とする。 

(18)障害者共同受発注センターの設置 

障害者の工賃向上と就労支援を行うため，水戸市障害者共同受発注センターを設置

し，授産製品の開発や販路拡大に努める。 

(19)合理的配慮を支援する補助金の交付 

   飲食店等の個別店舗，宿泊施設等の事業所で，コミュニケーションツールの作成費     

  用，物品の購入費，工事の施工費等への補助を実施して，合理的配慮を目に見える形

にすることにより，障害者差別の解消とともに障害者に対する理解の促進を図る。 

(20)障害福祉サービス事業所等の指定 

   障害福祉サービス事業所等の指定・変更・更新等の各種届出及び事業所加算等に係

る書類の審査及び受理を行う。 

(21)障害福祉施設整備費補助金の交付 

   社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより，障

害福祉サービスの充実を図る。 

 

12 老人福祉 

(1) 高齢者の生きがい対策 

  ア 高齢者お祝金の贈呈 

満88歳,満100歳,満101歳以上の方に,それぞれ２万円,５万円,１万円を贈呈する。 

(単位：円) 

区分 

年度 

88歳 100歳 101歳以上 

受給者(人) 年 額 総 額 受給者(人) 年 額 総 額 受給者(人) 年 額 総 額 

令和２年度 1,421 20,000 28,420,000 66 50,000 3,300,000 107 10,000 1,070,000 

令和３年度 1,366 20,000 27,320,000 86 50,000 4,300,000 118 10,000 1,180,000 

令和４年度 1,339 20,000 26,780,000 88 50,000 4,400,000 117 10,000 1,170,000 

イ 高齢者団体育成補助 

・高齢者クラブ助成 

高齢者クラブ活動（地域活動，教養の向上，健康の増進等）の促進と単位高齢者

クラブの健全育成を図る。 

単位高齢者クラブ補助  １クラブ 39,480円／年 

令和５年４月１日現在  106クラブ 

・市高齢者クラブ連合会育成補助 

連合会の健全育成を図るため，その活動費の一部を助成する。 
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ウ 敬老事業 

・福寿のつどい 

 満75歳，満80歳，満85歳，満90歳以上の方を対象として，市社会福祉協議会支部

単位で実施する敬老慶祝事業・地域福祉事業に対し，補助金を交付する｡ 

 令和４年度福寿のつどい招待者数  17,059人 

・金婚祝賀会事業 

  社会福祉協議会との共催により，結婚50年を迎える夫婦を招待して祝賀会を実施

する。 

 令和４年度金婚式参加組数  138組 

エ 高齢福祉バスの運営 

 高齢者等の団体に対し，民間借上げバスを利用しての先進地視察，その他の研修

を実施することにより，社会活動等の促進を図る。 

オ 高齢者と子どものふれあい事業 

 生活文化の伝承活動など，高齢者と児童との世代間交流活動を通して，高齢者の

生きがいと児童の健全育成を図る。 

カ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 

高齢者作品展，芸能発表大会，スポーツ大会の開催 

キ シルバー人材センターの助成 

 高齢者に就業の機会を確保し能力の積極的な活用を図るとともに，社会参加を促

進する。 

(2) 要援護高齢者対策 

ア はり・きゅう・マッサージ施術費助成 

 満70歳以上の高齢者，又は身体障害者手帳１・２級を持つ方が，市に登録した施

術者から医療給付対象外のはり，きゅう，マッサージ等の施術を受ける場合に，１

回につき1,000円を助成する。年５回以内。 

イ 愛の定期便事業 

    満65歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者の安否確認や孤独感の解消を図るため，

近隣の方（ボランティア）が乳製品を持参し，定期的に訪問する。 

ウ 日常生活用具給付事業 

 おおむね65歳以上の寝たきりやひとり暮らし等の高齢者を対象に，火災の防止や

介助，自立生活などに必要な電磁調理器，安全杖等の日常生活用具の給付を行う。 

エ 通院等支援サービス事業 

 満65歳以上で，住民税非課税世帯に属し，要介護３・４・５の認定を受けている

方を対象に，リフト付きタクシーで医療機関や福祉施設への送迎を行う。 

オ 白内障補助眼鏡等購入費用助成 

 老人性白内障の治療のため水晶体の摘出手術を受けた65歳以上の方で，住民税が
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非課税世帯に属する方を対象に，医師が必要と認める眼鏡などの購入費用の助成を

行う。 

カ さわやか理美容事業 

 在宅で満65歳以上の要介護３・４・５の認定を受けている方を対象に，理容師又

は美容師が自宅を訪問し理美容サービスを行う。年３回以内。 

キ 介護予防住宅改善事業 

 65歳以上の自立者で住宅改善が必要とされる方を対象に，介護予防のため，手す

りの取付けや段差解消等，住宅を改善する経費の一部を助成する。 

ク 訪問ふとん乾燥サービス事業 

 おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に，専用乾燥

車で自宅を訪問し，寝具類の乾燥消毒を行う。 

ケ 軽度生活援助事業 

 65歳以上のひとり暮らし等の高齢者を対象に，入院時の洗濯や除草等，日常生活

に必要な援助を行う。 

コ 生活管理指導短期宿泊事業 

 おおむね65歳以上で要介護及び要支援に該当せず，生活習慣等の指導や体調の調

整が必要な方等を対象に，養護老人ホーム等での短期入所を行う。 

(3) 老人保護措置 

   在宅生活が不適当又は居宅において養護を受けることの困難な高齢者を，養護老人

ホームに入所措置する。 

(4) 老人福祉施設対策 

ア 開江老人ホームの運営 

 環境上の理由及び経済的理由により，居宅生活が困難な高齢者を入所受託し，生

活の世話を行う。 

名 称 所 在 地 定員 敷 地 建 物 開設年月日 

開江老人ホーム 双葉台４－254－１ 110人 7,247.10㎡ 3,164.45㎡ 昭和21年10月１日 

※ 指定管理者に社会福祉法人水戸市社会福祉協議会を指定 

※ 平成27年３月１日付けで酒門老人ホーム白寿荘と合併 

イ いきいき交流センターの運営 

 高齢者福祉の充実を目的に，高齢者の健康相談，機能訓練，入浴，教養の向上，

レクリエーション活動，多世代交流などを行う。 

名称及び所在地 建築構造 建築延床面積  敷地面積 

いきいき交流センター柳堤荘 

  （本町１－３－28） 
鉄筋コンクリート造２階建 814.22㎡  1,265.88㎡ 
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名称及び所在地 建築構造 建築延床面積  敷地面積 

いきいき交流センターあかね荘 

  （石川２－4094－１） 
鉄筋コンクリート造２階建 856.54㎡ 2,612.82㎡ 

いきいき交流センター葉山荘 

  （千波町1677） 
鉄骨造平屋建 1,065.12㎡ 3,978.00㎡ 

いきいき交流センター長者山荘 

  （渡里町3201－３） 
鉄骨造２階建 1,278.14㎡ 8,253.20㎡ 

いきいき交流センター常澄 

  （大場町472－１） 
鉄筋コンクリート造２階建 1,165.77㎡ 3,599.80㎡ 

いきいき交流センターふれしあ 

  （吉沢町850） 
鉄筋コンクリート造平屋建 994.07㎡ 6,051.50㎡ 

いきいき交流センターあじさい 

  （末広町２－３－13） 
鉄筋コンクリート造３階建 998.72㎡ 979.12㎡ 

いきいき交流センターあかしあ 

  （河和田３－2274－１） 
鉄筋コンクリート造２階建 

1,779.48㎡ 

(ピロティ駐車場 

266㎡含む) 

2,858.84㎡ 

※ 指定管理者に水戸市社会福祉協議会を指定 

※ いきいき交流センターあかしあは，令和５年10月開館予定 

  使用料（個人） 

区  分 使用料 

本市居住者 
6 0 歳 以 上 の 方 無 料 

6 0 歳 未 満 の 方 300円 

市 外 居 住 者 300円 

※ 入浴施設使用料…１回100円（回数券７回500円） 

子育て支援事業（いきいき交流センターあかしあのみ） 

区  分 使用料 

本 市 居 住 の 未 就 学 児 及 び 保 護 者 無 料 

ウ 内原高齢者センター 

 高齢者の生きがいづくりの推進と健康及び福祉の増進を図る。 

 所 在 地   内原町1397－５ 

 建 築 構 造   木造平屋建 

 建 築 延 床 面 積   351.11㎡ 

 敷 地 面 積  1,370.43㎡ 

(5) 地域支援事業 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

 介護を要する状態になることを防ぐとともに，自立した生活をできるだけ長く保
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持するための教室の実施や担い手の養成を行う。 

(ｱ) 訪問型・通所型サービス 

     要支援者及び事業対象者（基本チェックリスト該当者）を対象に，できる限り

介護を必要としない生活を続けられるよう，介護予防と生活支援に関するサービ

スを提供する。 

 ・介護予防ホームヘルプサービス・介護予防デイサービス 

予防給付の訪問介護及び通所介護に相当するサービス 

 ・住民主体生活支援サービス実施団体への活動補助 

要支援認定者等を対象とした，住民等による生活支援サービスを実施する団体

等への活動補助を行う。 

 ・訪問型介護予防事業 

月２回リハビリ専門職等が居宅を訪問し，短期集中（３か月程度）の支援を実

施する。 

 ・通所型介護予防事業 

週１回リハビリ専門職等が，運動，栄養改善，口腔ケア等の短期集中（３か月

程度）プログラムを実施する。 

   (ｲ) 介護予防ケアマネジメント事業 

     要支援認定者等が介護予防・生活支援サービス等を適切に利用できるようケア

マネジメントを実施する。 

  イ 一般介護予防事業 

(ｱ) 介護予防普及啓発事業 

    全ての高齢者を対象として，介護予防の知識を普及啓発するための事業を実施

する。 

・元気アップ・ステップ運動教室 

寝たきりの主要因である脳血管疾患や転倒による骨折の予防を目的に，個人の

身体状況や体力に応じた有酸素運動と筋力トレーニングを中心とした運動を指

導する。 

・いきいき健康クラブ 

転倒予防の体操やレクリエーション，会話等を通して，地域に住む多くの方々

がお互いに交流し，健康づくりを行う。 

・シルバーリハビリ体操教室 

筋力や柔軟性の向上と生活動作を楽にするため，いつでも，どこでも，一人で

も取り組めるリハビリ体操を行う。 

・脳の健康教室 

認知症を予防するために，簡単な計算や音読などの専門の教材を使った学習や

体操などを実施する。 
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・認知症チェックセミナー 

地域住民が認知症を正しく理解し，認知症のリスクのある方の早期発見と適切

な支援に結び付けるためのセミナーを開催する。 

・介護予防講座 

介護予防についての知識の普及・啓発を図るため，各種講座を開催する。 

・介護予防講演会 

介護予防をテーマに講演会を開催し，介護予防に向けた意識の啓発と，介護予

防に資する情報の提供を行う。 

(ｲ) 地域介護予防活動支援事業 

介護予防に資する多様な住民主体の通いの場等の活動に携わるボランティア等

の育成及び支援を行うための事業を実施する。 

・元気アップ・ステップ運動サポーター養成 

介護予防についての知識と正しい運動方法等を指導し，地域で開催する教室の

サポーターを養成する。 

・いきいき健康クラブ地域指導員養成 

いきいき健康クラブの自主活動を支援するため，地域のボランティアである地

域指導員を養成する。 

・シルバーリハビリ体操指導士養成 

介護予防のためのリハビリの知識や体操の普及活動を行う３級指導士を養成す

る。 

（ｳ）地域リハビリテーション活動支援事業 

     地域における介護予防の取組の機能を強化し充実させるために，地域ケア会議 

や住民主体の通いの場等へリハビリ専門職等を派遣し，助言や指導を行う。 

ウ 包括的支援事業 

(ｱ) 地域包括支援センターの運営 

高齢者が住み慣れた地域で，その人らしい生活を継続できるよう，包括的及び

継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するため，地域の社会資源のコーディネ

ート等を行う中核機関として，水戸市地域包括支援センター（日常生活圏域にお

いて包括的支援事業を実施する「高齢者支援センター（直営１，委託７）」と高齢

者支援センター間の連絡調整及び介護予防支援業務（要支援認定者に対するケア

マネジメント）を実施する「基幹型」（直営）から構成）を設置し，次の a ～ e に

示す包括的支援事業を実施する。実施に当たり，被保険者，学識経験者，福祉関

係機関等で構成する水戸市地域包括支援センター運営協議会を設置し，地域包括

支援センターの公正・中立性の確保及び円滑で適正な運営を図っている。 

なお，地域団体，民間事業者等との連携により，援護を要すると思われる市民

の異変等を活動等に支障のない範囲で市に連絡することで地域を緩やかに見守る
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「水戸市安心・安全見守り隊」推進事業は，包括的支援事業の一部として実施し

ている。 

a 総合相談支援業務 

b 権利擁護業務 

c 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

d 在宅医療・介護連携推進事業に係る地域住民への普及啓発業務 

e 認知症施策推進事業に係る認知症地域支援・ケア向上業務 

名  称 担当中学校区等 

中央高齢者支援センター 第一・第二中学区 

東部高齢者支援センター 第三・千波中学区 

南部第一高齢者支援センター 第四中学区 

南部第二高齢者支援センター 緑岡・見川・笠原中学区 

北部高齢者支援センター 飯富中・国田義務教育学区，第五・石川 

中学区 

西部高齢者支援センター 赤塚・双葉台中学区 

常澄高齢者支援センター 常澄中学区 

内原高齢者支援センター 内原中学区 

基幹型 全域，介護予防支援業務 

(ｲ) 介護支援専門員支援事業 

  包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として，介護支援専門員の資

質向上のために，技術援助，研修会の開催，制度や施策等の情報提供などを実施

する。 

(ｳ) 高齢者権利擁護事業 

  日常生活自立支援事業，成年後見制度の活用促進及び高齢者虐待等に対応する

事業を実施し，専門的，継続的な視点から高齢者の権利擁護のために必要な支援

を行う。 

(ｴ) 在宅医療・介護連携推進事業 

  在宅医療と介護を一体的に提供するため，医療機関と介護事業所の連携を推進

する。 

(ｵ) 生活支援体制整備事業 

生活サービスの担い手（ＮＰＯ，協同組合，ボランティア等）と連携しながら，

多様な日常生活上の支援体制の充実強化と，高齢者の社会参加の促進を図る。 

(ｶ) 認知症総合支援事業 

・認知症初期集中支援推進事業 

医療・福祉の専門職及び医師からなる認知症初期集中支援チームを設置し，医

療・介護につながらない認知症の人などに対し，初期支援を集中的に実施する。 
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・認知症地域支援・ケア向上事業 

高齢者支援センターに配置された認知症地域支援推進員を中心に，認知症に対

する理解の促進，認知症の人の家族を支援するための取組（認知症カフェ等）等

を実施する。 

エ 任意事業 

(ｱ) 介護給付等費用適正化事業 

介護給付等に要する費用の適正化を図るため，利用者に対して介護給付費の通

知をするなど，介護（予防）給付について，必要とされるサービスが適正に提供

されているか検証する。 

(ｲ) 家族介護支援事業 

・認知症高齢者等家族支援位置探索サービス助成事業 

おおむね65歳以上で，認知症により帰宅が困難になるおそれのある高齢者を介

護する家族に対し，所在位置を探策して，早期発見できるシステムの利用を推進

し，費用の助成を行う。 

・家族介護慰労金の支給 

65歳以上で，介護保険の要介護４・５に認定された住民税非課税世帯の方で，

過去１年間介護保険のサービスを利用しなかった場合，その方を主に介護してい

る家族に100,000円の慰労金を支給する。 

・家族介護用品給付事業 

在宅で，要介護の認定を受けており，排尿・排便に見守り又は介助が必要な方

で，住民税非課税世帯に属する方を対象に，紙おむつや尿取りパッドを給付する。 

(ｳ) その他の事業 

・成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の普及・啓発を図るとともに，成年後見人等への報酬支払いが困

難な方への助成を行う。 

・認知症サポーター養成事業 

認知症について正しく理解し，認知症の方やその家族を温かく見守る支援者を

養成する。 

・介護サービス相談員派遣事業 

施設やサービス利用者の自宅に相談員を派遣し，利用者から話を聞いて利用者

の疑問，不安等の解消を図るとともに，サービス事業所への橋渡し役を担い，介

護サービスの質の向上を図る。 

・生活支援配食サービス事業 

おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の方で，要介護又

は要支援に認定され，身体の障害等により調理が困難な方に対し，夕食を配達し

て高齢者の在宅生活を支援する。 
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・在宅見守り安心システム事業 

ひとり暮らしの高齢者等が自宅での急病，事故等のため援助を必要とするとき

に，民間の受信センターへ通報して助けを呼ぶことができる緊急通報装置の貸与

を行う。また，24時間体制で健康や介護についての相談に応じたり，月１回程度

安否確認のための電話を入れたりするサービスをあわせて行う。 

 

13 社会福祉法人，社会福祉施設等に対する指導監査 

社会福祉法や老人福祉法，児童福祉法，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律，介護保険法等の規定に基づき，関係法令，通知等に沿った法人・施

設運営や事業運営が行われているかどうかを確認するとともに，法人や事業者に対し助

言や指導を行うことで，適正な法人・施設運営が行われることを目指し，社会福祉法人，

社会福祉法人が設置・運営する社会福祉施設等に対する指導監査を行う。 

検査・指導等の実施状況  （令和５年３月 31 日現在） 

種別 対象件数 実施件数 

社会福祉法人 35 11 

社会福祉施設 

保護施設 1 0 

特別養護老人ホーム 27 12 

養護老人ホーム 1 1 

軽費老人ホーム 5 1 

障害者支援施設 6 1 

児童福祉施設 54 54 

介護サービス事業（介護予防を除く。） 552 185 

障害福祉サービス事業 491 148 

地域型保育事業 28 28 

有料老人ホーム 60 19 

認可外保育施設 38 38 

※実施件数には書面による検査も含む。  

 

14 介護保険 

(1) 第１号被保険者数（令和５年３月31日現在） 

区  分 人  数 

前期高齢者 (65歳以上75歳未満) 33,189人 

後期高齢者 (75歳以上) 39,214人 

合  計 72,403人 

うち住所地特例該当者 203人 
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 (2) 介護保険料 

  ア 第１号被保険者介護保険料収入の状況（令和４年度）   

区   分 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 
収 納 率 

本年度 前年度 

特別徴収現年度分 4,546,915,130円 4,546,915,130円   100% 100% 

普通徴収現年度分 573,051,750円 518,796,273円  54,255,477円 90.53% 90.56% 

普通徴収滞納繰越分 100,556,410円 17,804,640円 17,414,282円 65,337,488円 17.71% 21.35% 

合  計 5,220,523,290円 5,083,516,043円 17,414,282円 119,592,965円 97.38% 97.20% 

  イ 第１号被保険者保険料（令和４年度） 

所得段階 対 象 と な る 方 月額保険料 年額保険料 

第１段階 

生活保護受給者の方 
世帯全員が市町村民税非課税の方で，老齢福
祉年金受給者の方 
世帯全員が市町村民税非課税の方で，前年の
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計
が 80 万円以下の方 

1,830 円   
(基準額×0.30) 

21,960 円 

第２段階 
世帯全員が市町村民税非課税の方で，前年の
公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計
が 80 万円超 120 万円以下の方 

3,050 円   
(基準額×0.50) 

36,600 円 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税の方で，第１・
第２段階に該当しない方 

4,270 円   
(基準額×0.70) 

51,240 円 

第４段階 

世帯の誰かに市町村民税が課税されている
が，本人は市町村民税非課税で，前年の公的
年金等の収入金額と合計所得金額の合計が 80
万円以下の方 

5,490 円    
(基準額×0.90) 

65,880 円 

第５段階 
(基準額) 

世帯の誰かに市町村民税が課税されている
が，本人は市町村民税非課税で，第４段階に
該当しない方 

6,100 円   
(基準額) 

73,200 円 

第６段階 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金
額が 120 万円未満の方 

7,320 円   
(基準額×1.20) 

87,840 円 

第７段階 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金
額が 120 万円以上 210 万円未満の方 

7,930 円   
(基準額×1.30) 

95,160 円 

第８段階 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金
額が 210 万円以上 320 万円未満の方 

9,150 円   
(基準額×1.50) 

109,800 円 
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所得段階 対 象 と な る 方 月額保険料 年額保険料 

第９段階 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金
額が 320 万円以上 400 万円未満の方 

10,370 円 
(基準額×1.70)  

124,440 円  

第 10 段階 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金
額が 400 万円以上 500 万円未満の方 

10,980 円 
(基準額×1.80) 

131,760 円 

第 11 段階 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金
額が 500 万円以上 600 万円未満の方 

11,590 円 
(基準額×1.90) 

139,080 円 

第 12 段階 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金
額が 600 万円以上の方 

12,200 円    
(基準額×2.00) 

146,400 円 

(3) 要介護及び要支援認定の状況 

  ア 要介護及び要支援認定申請の状況（令和４年度） 

区   分 件   数 

新 規 3,293件 

更 新 6,488件 

区 分 変 更 1,684件 

合  計 11,465件 

  イ 介護認定審査会の実施状況（令和４年度） 

 審査会開催回数    271 回 

 審査判定件数   10,738 件 

  ウ 要介護及び要支援認定被保険者数（令和５年３月31日現在） 

区   分 認定者数 割  合 

要 支 援 １ 1,203人 8.6％ 

要 支 援 ２ 1,987人 14.2％ 

要 介 護 １ 3,059人 21.8％ 

要 介 護 ２ 2,978人 21.2％ 

要 介 護 ３ 2,139人 15.3％ 

要 介 護 ４ 1,584人 11.3％ 

要 介 護 ５ 1,060人 7.6％ 

合  計 14,010人 100.0％ 
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(4) 令和４年度保険給付の状況 

  ア 介護給付費及び予防給付費 

(ｱ) 件数及び給付額                   (単位：件，日，円) 

区   分 
介 護 給 付 費 予 防 給 付 費 

件 数 日数･回数 給付額 件 数 日数･回数 給付額 

訪 問 介 護 26,875 330,325 

8,348,481,425 

0 0 

270,550,090 

訪 問 入 浴 介 護 1,306 6,298 12 45 

訪 問 看 護 12,024 68,605 1,451 5,842 

訪 問 リ ハ ビ リ 4,226 21,928 458 2,028 

通 所 介 護 33,394 328,772 0 0 

通 所 リ ハ ビ リ 12,740 97,781 4,270 21,877 

短 期 入 所 生 活 介 護 8,418 134,417 100 556 

短 期 入 所 療 養 介 護 1,096 8,625 1 14 

福 祉 用 具 貸 与 49,652  7,495  

居 宅 療 養 管 理 指 導 26,762 51,212 598 1,044 

特定施設入居者生活介護 3,262 96,245 344 10,202 

認知症対応型通所介護 276 3,771 

3,664,353,642 

0 0 

16,929,882 

小規模多機能型居宅介護 1,546 34,271 95 1,901 

認知症対応型共同生活介護 5,745 169,053 41 1,180 

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 504 14,837   

地 域 密 着 型 通 所 介 護 11,845 134,689   

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 782 21,368   

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 1,495 32,400   

福 祉 用 具 購 入 費 744  18,163,150 175  3,974,855 

住 宅 改 修 費 386  35,176,025 153  15,569,515 

居 宅 介 護 支 援 77,233  1,167,052,378 11,936  58,354,447 

介 護 老 人 福 祉 施 設 17,060 495,022 

7,726,109,172 

  

 
介 護 老 人 保 健 施 設 10,983 310,859   

介 護 療 養 型 医 療 施 設 61 1,788   

介 護 医 療 院 105 3,019   

合  計   20,959,335,792   365,378,789 

(ｲ) 居宅サービスの利用限度額              

要介護度 
利用限度額 

(1か月当たりの単位※) 

特定福祉用具購入 

(1年度当たりの額) 

住宅改修 

(1住宅当たりの額) 

要 支 援 １ 5,032単位 

100,000円 200,000円 

要 支 援 ２ 10,531単位 

要 介 護 １ 16,765単位 

要 介 護 ２ 19,705単位 

要 介 護 ３ 27,048単位 

要 介 護 ４ 30,938単位 

要 介 護 ５ 36,217単位 

   ※１単位はサービスの種類によって，10～10.7円 
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イ 高額介護給付費 

(ｱ) 件数及び給付額  

区   分 件   数 給 付 額 

要   介   護 47,530件 612,422,826円 

要   支   援 319件 613,975円 

合  計 47,849件 613,036,801円 

(ｲ) 自己負担の上限額（月額） 

区      分 世  帯 個  人 

生活保護受給者等 15,000円  

世帯全員が 

住民税 

非課税 

老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円 

合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円 

以下の方 

24,600円 15,000円 

 24,600円  

住民税課税世帯の方 44,400円  

 課税所得145万円以上380万円未満 44,400円  

課税所得380万円以上690万円未満 93,000円  

課税所得 690 万円以上 140,100円  

ウ 高額医療合算介護給付費 

(ｱ) 件数及び給付額  

区   分 件   数 給 付 額 

要   介   護 2,439件 71,717,601円 

要   支   援 40件 306,045円 

合   計 2,479件 72,023,646円 

(ｲ) 自己負担の上限額（年額） 

区  分 
後期高齢者医療制度 

＋ 介護保険 

被用者保険又は国民健

康保険 ＋ 介護保険 

（70歳～74歳の方がいる世帯） 

現役 

並み 

所得者 

課税所得690万円以上 2,120,000円 2,120,000円 

課税所得380万円以上 1,410,000円 1,410,000円 

課税所得145万円以上 670,000円 670,000円 

一  般 560,000円 560,000円 

低所 

得者 

Ⅱ 310,000円 310,000円 

Ⅰ 190,000円 190,000円 
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区  分 

被用者保険又は国民健康保

険 ＋ 介護保険 

（70歳未満の方がいる世帯）

所得 

（基礎控除後の総所得金額）

課税所得901万円超 2,120,000円 

課税所得600万円以上 1,410,000円 

課税所得210万円以上 670,000円 

課税所得210万円以下 600,000円 

住民税非課税世帯 340,000円 

エ 特定入所者介護給付費 

(ｱ) 件数及び給付額  

区  分 
件   数 

給 付 額 
食  費 居 住 費 

要 介 護 17,074件 15,639件 505,796,715円 

要 支 援 47件 19件 183,553円 

合  計 17,121件 15,658件 505,980,268円 

(ｲ) 自己負担額(日額) (単位：円) 

対   象   者 食  費 

居   住   費 

多 床 室 
従 来 型 

個  室 

ユニット型 

個室的多床室 
ユニット型 

個   室 

生活保護受給者等 
300 

【300】
0 

490 

(320) 
490 820 

世帯全員が

市町村民税

非課税 

老齢福祉年金受給者 
300 

【300】
0 

490 

(320) 
490 820 

合計所得金額＋課税年金

収入額＋非課税年金収入

の合計が80万円以下の方 

390 

【600】
370 

490 

(420) 
490 820 

合計所得金額＋課税年金

収入額＋非課税年金収入

の合計が80万円超120万

円以下の方 

650 

【1,000】
370 

1,310 

(820) 
1,310 1,310 

合計所得金額＋課税年金

収入額＋非課税年金収入

の合計が120万円超の方 

1,360 

【1,300】
370 

1,310 

(820) 
1,310 1,310 

基 準 額 1,445 
377 

(855) 

1,668 

(1,171) 
1,668 2,006 

※（ ）の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合 

※【 】の金額は短期入所生活介護を利用した場合 

オ 審査支払諸費 

 審査支払手数料   333,501件   19,009,557円 
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(5) 社会福祉法人等軽減制度補助金 

区       分 
自己 

負担率 
軽減率 

軽減 

対象者 

補助対象 

事業所数 
補助額 

訪問介護，訪問入浴介護，通所

介護，短期入所生活介護など18

サービス 

7.5％ 2.5％ 39人 １か所 306,829円 
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